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こんにちは。危機管理室です。
今回は市役所６階にある危機管理

室をご案内します。
地震や大雨・台風などの風水害か

ら市民の皆さんの生命や財産を守る
ためには、「自らの命は自ら守る」「自
分たちのまちは自分たちで守る」と
いった「自助」「共助」による取り組
みが重要になってきます。
危機管理室では、防災や気象に関

する情報をホームページや「広報よ
っかいち」などで発信したり、地域

に出向いて「防災出前講座」を開催
したりしています。平成27年度に全
戸配布した「家族防災手帳」には、
災害に関する知識や対応方法などが
記載してあります。地域の防災研修
の資料にするなど、ぜひご活用くだ
さい。
また、「防災大学」「ステップアッ

プ講座」「防災・減災女性セミナー」
「ファミリー防災講座」を開講してい
ます。幅広い層の皆さんに受講して
いただき、地域防災の場で活躍して
いただけることを期待しています。
さらに、自主防災組織の結成や防

災訓練・研修会の開催、資機材の整

備に要する経費の支援を行っていま
す。
市民・地域・行政が一体となって

「災害に強いまち四日市」をつくりま
しょう。

→ →

危機管理室
（緯354－8119 胃350－3022）

問い合わせ先

危機管理監付政策推進監 小森浩哉

第２回

市民協働とは
市民協働という言葉をご存じです

か。本市では市民協働を「市民主権
の理念のもと、市民等（※）、市民活動
団体、議会、事業者及び市等が連携
し、それぞれが持つ特性をいかして
まちづくりに取り組むこと」（市民協
働促進条例第２条）としています。

※本市に通勤・通学する人を含む

市民協働でつながろう
市民の皆さんや市民活動団体、事

業者が、まちづくりにおいて力を合

わせていくには、緩やかなつながり
が必要です。つまり、市民協働とは

「良いまちにしたい」という同じ目的
に向かって「ツナガル」ことではな
いでしょうか。

いろいろな「ツナガル」
今回は、身近な「ツナガル」事例

をご紹介します。例えば、自治会や
地区の社会福祉協議会、まちづくり
協議会などの活動は、住民の皆さん
による協働で進められています。ま
た、市民活動団体などが行うこども
食堂や高齢者のためのサロンなどの
活動も市民協働による取り組みです。
このほかにも、市が市民活動団体に

委託や補助を行っている事業も市民
協働の１つです。
このコーナーでは、こうした「ツ

ナガル」大切さをお伝えして、一人
でも多くの人に「ツナガル」ことの
素晴らしさを感じていただきたいと
思っています。

市民協働で取り組まれている事業にスポットを当て、さまざまな主体
が「ツナガル」（連携する）実例を紹介します。

→→

市民協働安全課
（緯354－8179 胃354－8316）

問い合わせ先

第１回

市役所の各部署の業務などを政策推進監が紹介するコーナーです。
今回は、危機管理室をご案内します。


